
※ご記入いただきました情報は、当セミナーに関する連絡・記録のため、また、グッジョブ相談ステーションからの各種セミナー等の情報提供のためのFAX・
DM・メールマガジン等送付の用途に使用する場合がございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・FAX申込書　【申込書　【申込書　【申込書　【FAX：：：：098-857-9434】】】】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参加日時：　　　　　月　　　　　日

会社名：

住　所：

TEL:

参加者：

FAX:

部署/役職：

当日参加者数　　　 　　　　名 個別相談希望　　　有　　・　　無

【会　場】　グッジョブ相談ステーション内セミナー室（沖縄産業支援センター２F）

【問い合せ先】　グッジョブ相談ステーショングッジョブ相談ステーショングッジョブ相談ステーショングッジョブ相談ステーション（事務局）
　

【対象者】　【対象者】　【対象者】　【対象者】　経営者、経営幹部、これから創業予定の方経営者、経営幹部、これから創業予定の方経営者、経営幹部、これから創業予定の方経営者、経営幹部、これから創業予定の方

〒901-0152　那覇市小禄1831-1　沖縄産業支援センター2F　

TEL：：：：098-857-9435 （9：00～17：00　土日・祝日休み）　　　　　
　担当：矢幡・仲島

【申込方法】下記申込書に記入の上、FAX（（（（098-857-9434））））にてお申し込みください。
　　　　　　　　※申し込み後、欠席される場合は、開催前日までにご連絡ください。

2011年　

８・９月号

（社会保険労務士）

助成金！助成金！助成金！助成金！

労働問題！労働問題！労働問題！労働問題！ 雇用保険！雇用保険！雇用保険！雇用保険！

就業規則！就業規則！就業規則！就業規則！

ＮＪ



中小企業・小規模事業主・創業予定者のための

沖縄県委託事業　ワンストップ型雇用相談窓口設置事業

受講料受講料受講料受講料
無料無料無料無料！！！！

●●●●活用活用活用活用しようしようしようしよう！～！～！～！～雇用支援助成金雇用支援助成金雇用支援助成金雇用支援助成金～～～～

講師：玉寄　智恵子（社会保険労務士）

9月月月月28日（水）日（水）日（水）日（水）13：：：：30～～～～15：：：：00

これから採用をご検討中の事業主様！

一度、人を雇い入れたときに支給され
る助成金について学んでみませんか？

第二新卒者や震災被災者の就職促進を
ねらった助成金など、社会情勢を考慮
した助成金がでています。　　

各種助成金の対象者や要件をご説明し
ます。

●●●●目的別目的別目的別目的別にににに助成金助成金助成金助成金をををを活用活用活用活用するするするする方法方法方法方法

8月月月月15日（月）日（月）日（月）日（月）13：：：：30～～～～15：：：：00

講師：名城　志奈（社会保険労務士）

数多い助成金制度、どの助成金がどの
ように活用できるのか分かりずらいと
いう声をよく聞きます。

そこで本セミナーでは、新規事業展開
する場合、新たに雇い入れをする場合、
パート・契約社員の待遇改善をする場
合、また育児休業予定者が出た場合、
定年年齢を引き上げる場合など、それ
ぞれの目的に応じ整理してわかりやす
くご説明します。

●●●●どうすればもらえるどうすればもらえるどうすればもらえるどうすればもらえる？　　　　？　　　　？　　　　？　　　　
～～～～助成金申請助成金申請助成金申請助成金申請のためののためののためののための基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識～～～～

現在厚生労働省管轄の助成金は数十種類
もあります。しかし、実際に助成金を受
けようとしても、申請時期が過ぎていた
り、その他諸準備が間に合わなかったり
することが多くありませんか？　　　　
助成金受給の為には、助成金の内容を把
握するとともに、申請のタイミング等諸
準備が必要となります。　　　　　　　

　本セミナーではその諸準備について中
心に説明していきます。助成金は返済す
る必要のないお金ですので、上手に活用
して事業所の経営にお役立てください。

9月月月月20日（火）日（火）日（火）日（火）13：：：：30～～～～15：：：：00

講師：大城　貴子（社会保険労務士）

●●●●労働相談労働相談労働相談労働相談からからからから見見見見るるるる　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　トラブルのないトラブルのないトラブルのないトラブルのない雇用管理雇用管理雇用管理雇用管理

8月月月月10日（水）日（水）日（水）日（水）13：：：：30～～～～15：：：：00

講師：宇野　一博（社会保険労務士）

　　　　労働基準監督署には賃金の未払い、
サービス残業、解雇や転勤、パワハラ・
セクハラ、更には上司への苦情や労働
環境の改善に至るまで、連日のように
多くの相談が寄せられます。労使双方
が同じ基準を持って行動する事で防げ
る紛争はたくさんあります。その中で、
労働紛争になる前に事業主さんが、ど
こに気をつけるべきなのか、どう対応
するべきなのかを解説させて頂きたい
と思います。


